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お
知
ら
せ

　

ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
を
は
じ

め
、
多
量
飲
酒
、
未
成
年
や
妊
婦

の
飲
酒
な
ど
の
不
適
切
な
飲
酒

は
、
肝
障
害
や
食
道
が
ん
、
自
殺

な
ど
の
リ
ス
ク
を
高
め
る
だ
け
で

は
な
く
、
暴
言
・
暴
力
、
虐
待
、

DV
な
ど
周
囲
の
人
を
巻
き
込
む
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
飲
酒
運

転
に
よ
る
死
亡
事
故
、
イ
ッ
キ
飲

み
に
よ
る
死
亡
な
ど
、
同
様
の
事

故
は
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。
問
題
が

起
き
な
い
よ
う
に
正
し
い
知
識
を

身
に
付
け
、
お
酒
と
上
手
に
付
き

合
い
ま
し
ょ
う
。

　
お
酒
で
困
っ
て
い
る
本
人
や
家

族
か
ら
の
相
談
も
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

保
健
セ
ン
タ
ー
☎
23
‐
８
８
７
７

衣
浦
東
部
保
健
所
健
康
支
援
課

　
　
　
　
　
　
☎
21
‐
９
３
３
７

問　
保
健
セ
ン
タ
ー

パ
ス
ポ
ー
ト
申
請
は
お
早
め
に

　
年
末
年
始
は
窓
口
が
大
変
混
み

合
い
ま
す
の
で
、
ゆ
と
り
を
持
っ

て
早
め
に
申
請
し
ま
し
ょ
う
。

受
付
時
間　
▼
申
請
…
月
～
金
曜

日　
９
時
～
17
時
▼
受
取
…
月
～

木
曜
日　
９
時
～
17
時
、
金
曜
日

９
時
～
18
時
（
祝
日
・
12
月
29
日

～
１
月
3
日
を
除
く
）

場　
市
民
課

取
扱
業
務　
新
規
・
切
替
申
請
、

記
載
事
項
変
更
申
請
、
増
補
申
請

お
よ
び
交
付
、
紛
失
・
焼
失
の
届

出対　
日
本
国
籍
を
有
し
、
市
内
に

住
民
登
録
・
居
所
の
あ
る
人

受
取
日　
申
請
日
か
ら
市
役
所
閉

庁
日
を
除
い
た
８
日
目
（
増
補
申

請
は
５
日
目
）
以
降

※
詳
し
く
は
市
 HP
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

問　
市
民
課（
☎
95
‐
０
０
０
６
）

11
月
は
放
置
自
転
車

ク
リ
ー
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
月
間

　
自
転
車
が
放
置
さ
れ
る
と
、
街

の
景
観
を
損
な
う
だ
け
で
な
く
、

歩
行
者
や
緊
急
車
両
の
通
行
の
妨

げ
に
な
り
ま
す
。

▼
自
転
車
は
決
め
ら
れ
た
場
所
に

ル
ー
ル
を
守
っ
て
駐
車
し
ま
し
ょ

う
▼
自
転
車
の
防
犯
登
録
を
行

い
、
自
転
車
に
は
鍵
を
か
け
ま
し

ょ
う
▼
利
用
し
な
く
な
っ
た
自
転

車
も
責
任
を
持
っ
て
管
理
・
処
分

し
ま
し
ょ
う

問　
く
ら
し
安
心
課
（
☎
62
‐
１

０
１
０
）

都
市
計
画
に
関
す
る
案
を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
縦
覧
）

　
人
口
減
少
・
超
高
齢
社
会
の
到

来
な
ど
都
市
計
画
を
取
り
巻
く
環

境
の
変
化
に
的
確
に
対
応
す
る
た

め
、
県
で
見
直
し
を
進
め
て
い
る

都
市
計
画
案
を
縦
覧
で
き
ま
す
。

時　
11
月
13
日
㈫
～
27
日
㈫　
▼

県
…
８
時
45
分
～
17
時
30
分
▼
市

…
８
時
30
分
～
17
時
15
分
（
土
日

祝
日
を
除
く
）

場　
県
都
市
計
画
課
、
市
ま
ち
づ

く
り
推
進
課

内　
西
三
河
都
市
計
画
区
域
の
整

備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

他　
こ
の
案
に
意
見
の
あ
る
人
は
、

11
月
27
日
㈫
ま
で
県
宛
て
意
見
書

を
提
出
で
き
ま
す
。

問　
県
都
市
計
画
課
（
☎
０52
‐
９54

‐
６
５
１
５
）

　

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

全
国
一
斉
強
化
週
間　

時　
▼
11
月
12
日
㈪
～
16
日
㈮
…

８
時
30
分
～
19
時
▼
11
月
17
日

㈯
・
18
日
㈰
…
10
時
～
17
時

※
通
常
は
平
日
８
時
30
分
～
17
時

15
分

内　
DV
、
セ
ク
ハ
ラ
、
ス
ト
ー
カ

ー
行
為
と
い
っ
た
女
性
に
関
す
る

人
権
問
題
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

相
談
内
容
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
の
で
、
気
軽
に
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

☎
０
５
７
０
‐
070
‐
810

問　
名
古
屋
法
務
局
人
権
擁
護
部

（
☎
０52
‐
９52
‐
８
１
１
１
）

　

裁
判
員
候
補
者
名
簿

記
載
通
知
を
送
付
し
ま
す　

　
31
年
の
裁
判
員
候
補
者
名
簿
に

登
録
さ
れ
た
人
に
は
、
11
月
中
旬

に
名
簿
記
載
通
知
を
発
送
し
ま
す
。

こ
れ
は
、
２
月
ご
ろ
か
ら
の
約
１

年
間
に
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
可
能

性
が
あ
る
こ
と
を
事
前
に
お
伝
え

し
、
あ
ら
か
じ
め
心
づ
も
り
を
し

て
も
ら
う
た
め
の
も
の
で
す
。
こ

の
段
階
で
は
、
ま
だ
具
体
的
な
事

件
の
裁
判
員
候
補
者
に
選
ば
れ
た

わ
け
で
は
な
い
の
で
、
す
ぐ
に
裁

判
所
に
来
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
名
簿
記
載
通
知
と
合
わ

せ
て
調
査
票
を
発
送
し
ま
す
。
調

査
票
で
裁
判
員
候
補
者
の
事
情
を

早
期
に
把
握
し
、
回
答
内
容
に
よ

っ
て
は
、
裁
判
員
候
補
者
の
負
担

の
軽
減
や
辞
退
の
申
し
出
を
受
け

付
け
ま
す
。

問　
名
古
屋
地
方
裁
判
所
（
☎
０52

‐
2０３
‐
８
９
１
６
）

　
11
月
は
児
童
虐
待
防
止

推
進
月
間　

未
来
へ
と　
命
を
繋
ぐ

　
　
１
８
９
（
い
ち
は
や
く
）

　
虐
待
に
は
、
身
体
的・心
理
的・

性
的
虐
待
、
ネ
グ
レ
ク
ト
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
子
ど
も
の
前
で
の

DV
や
夫
婦
喧
嘩
も
心
理
的
虐
待
に

該
当
し
ま
す
。
虐
待
の
要
因
は
複

雑
に
絡
み
合
い
、
子
ど
も
へ
与
え

る
影
響
は
と
て
も
大
き
い
で
す
。

▪
相
談
し
て
く
だ
さ
い

▼
望
ま
な
い
妊
娠
・
出
産
▼
育
児

ス
ト
レ
ス
や
不
安
▼
孤
立
し
た
子

育
て
▼
子
ど
も
の
育
て
に
く
さ
▼

親
自
身
が
精
神
的
に
不
安
定
な
状

態
ほ
か

▪
連
絡
し
て
く
だ
さ
い

　
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
児

童
を
発
見
し
た
人
に
は
、
通
告
の

義
務
が
あ
り
ま
す
。

▼
長
時
間
の
子
ど
も
の
泣
き
声
や

大
人
の
怒
鳴
り
声
▼
傷
あ
ざ
▼
衣

服
や
髪
の
汚
れ
ほ
か

児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
☎
１い

ち
は
や
く

８
９

こ
ど
も
虐
待
ほ
っ
と
ラ
イ
ン

☎
62
‐
１
２
１
２

愛
知
県
刈
谷
児
童
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
22
‐
７
１
１
１

問　
子
育
て
推
進
課
（
☎
62
‐
１

０
６
１
）

　

11
月
は
子
ど
も
・
若
者
育
成

支
援
市
民
運
動
強
調
月
間　

育
て
よ
う　
自
分
に
勝
て
る
子　

負
け
な
い
子

　
子
ど
も
・
若
者
が
社
会
の
一
員

と
し
て
自
立
し
、
円
滑
な
社
会
生

活
を
営
む
た
め
、
基
本
的
な
生
活

習
慣
を
見
直
し
、
家
庭
教
育
の
重

要
性
を
認
識
す
る
と
と
も
に
、
子

ど
も
・
若
者
を
犯
罪
や
有
害
環
境

か
ら
守
る
た
め
の
取
組
を
地
域
社

会
全
体
で
推
進
し
ま
し
ょ
う
。

問　
生
涯
学
習
課
（
☎
62
‐
１
０

３
６
）

11
月
10
日
～
16
日
は

ア
ル
コ
ー
ル
関
連
問
題

啓
発
週
間


